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コロナ禍の保育園
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圏
保
育
園

株
式
会
社

職
藁
崖
出
講
の
操
寵
盟

こ
ぼ
や
し
・
み
き
一
九
七
五
年
、

茨
城
県
生
ま
れ
。
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
編

集
部
を
経
て
二
〇
〇
七
年
よ
り
フ
リ
ー

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
著
書
に
『
ル
ポ

保
育
崩
壊
n
　
（
二
〇
一
五
年
、
岩
波
新

書
）
、
『
ル
ポ
母
子
家
庭
ら
（
一
一
〇
一
五

年
、
ち
く
ま
新
書
）
、
『
ル
ポ
保
育
格
差
」

（
二
〇
一
八
年
、
岩
波
新
書
）
な
ど
多
数
。

小
林
美
希

連
載
…
：
最

「
私
た
ち
の
扱
い
が
よ
く
分
か
っ
た
。
会
社
は
私
た
ち
の
賃
金
を

き
ち
ん
と
支
払
わ
な
い
。
も
う
働
く
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ん
て
な
／
、

な
っ
た
」
そ
う
言
っ
て
、
三
〇
代
の
保
育
士
は
保
育
所
を
辞
め
た
。
勤
め
て

い
た
の
は
、
保
育
事
業
を
急
転
大
す
る
株
式
会
社
の
認
可
保
育
所
。

経
験
一
〇
年
の
中
堅
で
、
年
収
は
額
面
で
四
〇
〇
万
円
程
度
だ
っ
た
。

公
費
で
六
〇
〇
万
円
以
上
の
人
件
費
が
出
て
い
る
と
知
る
と
、
「
ま

る
で
、
や
り
が
い
搾
取
で
は
な
い
で
す
か
。
納
得
い
か
な
い
気
持
ち

が
増
し
た
」
と
絶
望
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
休
園
が
相
次
ぐ
中
も
、
国
は
認
可
保
育
所
な
ど
の
運

営
費
で
あ
る
委
託
費
を
減
ら
さ
ず
支
給
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
保
育
所
で
も
保
育
士
の
賃
金
が
不
当
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
決
定
打
と
な
っ
て
、
職
場
を
去
っ
た
。

株
式
会
社
保
育
所
の
低
い
人
件
費

保
育
士
の
給
与
は
一
体
い
く
ら
な
の
か
　
－
。

本
連
載
の
中
で
伝
え
て
き
た
よ
う
に
、
都
内
の
認
可
保
育
所
で
働

く
常
勤
の
保
育
従
事
者
の
年
間
賃
金
（
二
〇
一
六
年
度
実
績
）
は
、
社
会

福
祉
法
人
で
は
約
四
〇
九
万
円
だ
っ
た
が
、
株
式
会
社
で
は
約
三
二

二
万
円
し
か
な
か
っ
た
。
二
〇
一
六
年
度
、
国
が
通
知
で
示
し
た
保

育
士
の
年
収
（
全
国
平
均
）
は
三
七
九
万
円
。
株
式
会
社
は
そ
こ
か
ら

五
〇
万
円
以
上
の
開
き
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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東
京
は
全
国
平
均
よ
り
運
営
費
が
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
人

件
費
も
高
く
な
る
う
え
、
都
も
独
自
補
助
を
し
て
い
る
。
当
然
、
年

収
は
三
七
九
万
円
よ
り
高
く
な
る
は
ず
だ
が
、
株
式
会
社
で
は
全
国

平
均
を
下
回
る
保
育
所
が
九
割
を
占
め
た
。
賃
金
の
低
い
辞
に
は
日

本
保
育
サ
ー
ビ
ス
や
ラ
イ
ク
ア
カ
デ
ミ
ー
な
ど
大
手
の
保
育
所
が
名

を
連
ね
、
低
賃
金
に
あ
え
ぐ
保
育
士
の
存
在
は
、
決
し
て
一
部
の
話

で
は
な
い
こ
と
が
、
今
回
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

保
育
士
が
実
際
に
い
く
ら
給
与
を
得
て
い
る
の
か
、
東
京
都
の
資

料
か
ら
、
保
育
所
の
職
員
一
人
当
た
り
の
平
均
賃
金
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
二
〇
一
五
年
度
か
ら
東
京
都
は
独
自
に
予
算
を
つ
け
て
保
育
士
の

処
遇
改
善
の
た
め
の
「
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
補
助
金
」
を
出
し
て
お
り
、

現
在
、
定
員
一
〇
〇
人
規
模
の
保
育
所
で
あ
れ
ば
保
育
土
一
人
当
た

り
月
に
約
四
万
四
〇
〇
〇
円
の
補
助
が
出
て
い
る
。
都
は
二
〇
一
六

年
度
か
ら
こ
の
補
助
金
を
受
け
る
保
育
施
設
に
「
賃
金
改
善
実
績
報

告
書
」
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。
そ
こ
に
、
教
育
・
保
育
従
事
者
の

常
勤
と
非
常
勤
、
保
育
従
事
者
以
外
（
園
長
や
調
理
員
な
ど
）
そ
れ
ぞ
れ

の
「
職
員
一
人
当
た
り
賃
金
月
額
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

詳
細
は
連
載
の
中
で
触
れ
て
き
た
の
で
省
く
が
、
保
育
士
の
賃
金

実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
だ
。
現
在
は
、
各
保
育
所

の
賃
金
の
実
績
や
財
務
情
報
は
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
が
開
設
す
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
「
こ
ぼ
る
」
（
と
う
ぎ
ょ
う
子
供
・
子
育
て
施
設

ポ
ー
タ
ル
）
で
誰
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

情
報
が
「
企
業
秘
密
」
に
さ
れ
て
い
く

筆
者
は
、
情
報
開
示
請
求
で
得
ら
れ
た
都
内
約
一
四
〇
〇
カ
所
の

保
育
所
の
賃
金
改
善
実
績
報
告
書
か
ら
、
各
保
育
所
の
保
育
者
の
平

均
賃
金
を
調
べ
、
そ
の
詳
細
を
本
連
載
で
報
じ
て
き
た
。
年
収
が
二

〇
〇
万
円
台
と
い
う
保
育
所
さ
え
散
見
さ
れ
、
な
か
で
も
規
模
を
弦

大
し
て
い
る
株
式
会
社
の
保
育
土
の
賃
金
が
特
に
低
か
っ
た
と
い
う

結
果
に
は
、
関
係
者
を
は
じ
め
大
き
な
反
響
が
寄
せ
ら
れ
た
。

こ
こ
ま
で
の
取
材
を
振
り
返
っ
て
強
く
感
じ
る
の
は
、
保
育
事
業

を
展
開
す
る
株
式
会
社
の
、
オ
ー
プ
ン
と
は
と
て
も
言
い
が
た
い
姿

勢
だ
。
「
な
ぜ
賃
金
が
低
い
の
か
」
、
言
い
分
を
知
る
べ
く
取
材
を
申

し
込
ん
で
も
、
真
正
面
か
ら
応
じ
て
く
れ
る
企
業
は
少
な
く
、
対
面

で
取
材
に
応
じ
て
細
か
な
質
問
に
も
答
え
た
の
は
グ
ロ
ー
バ
ル
キ
ッ

ズ
一
社
だ
け
だ
っ
た
。
他
に
数
社
が
メ
ー
ル
や
書
面
の
や
り
と
り
に

は
応
じ
た
が
、
核
心
を
突
こ
う
と
す
る
質
問
に
は
、
多
く
の
場
合
、

「
企
業
秘
密
」
、
「
開
示
し
て
い
な
い
」
と
返
さ
れ
た
。

こ
こ
に
は
、
保
育
と
い
う
公
的
な
事
業
に
株
式
会
社
が
参
入
す
る

こ
と
に
関
わ
る
、
構
造
的
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。

社
会
福
祉
法
人
で
あ
れ
ば
、
そ
の
決
算
書
に
は
役
員
報
酬
、
人
件

費
、
保
育
材
料
費
、
給
食
費
な
ど
が
細
か
く
計
上
さ
れ
、
毎
年
度
、

公
表
す
る
義
務
が
あ
る
。
だ
が
、
株
式
会
社
の
場
合
、
仮
に
決
算
内
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十一一　一－あ

次
安
倍
晋
三
政
権
が
発
足
し
た
後
の
二
〇
一
三
年
と
一
九
年
の
保
育

所
数
（
一
〇
月
一
日
時
点
）
を
見
て
み
る
と
、
市
区
町
村
に
よ
る
公
立

保
育
所
は
九
一
二
〇
カ
所
か
ら
八
四
八
一
カ
所
へ
と
約
七
％
も
減
少

し
て
い
る
。
社
会
福
祉
法
人
は
一
万
一
八
三
九
カ
所
か
ら
一
万
四
九

二
一
カ
所
と
約
三
〇
〇
〇
カ
所
増
え
、
営
利
法
人
は
四
八
八
カ
所
か

ら
二
〇
五
九
カ
所
へ
と
実
に
約
四
倍
に
急
増
し
た
。

度
重
な
る
規
制
緩
和
に
よ
り
、
委
託
費
の
弾
力
運
用
を
め
ぐ
っ
て

は
、
二
〇
〇
五
年
に
年
間
収
入
の
四
分
の
一
も
流
用
が
可
能
と
な
り
、

安
倍
政
権
下
の
二
〇
一
五
年
に
は
株
主
へ
の
配
当
ま
で
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
保
育
の
業
界
団
体
の
幹
部
で
さ
え
も

「
今
の
弾
力
運
用
は
、
株
主
へ
の
配
当
ま
で
認
め
て
い
て
規
制
が
緩

す
ぎ
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
通
知
ま
で
戻
す
べ
き
だ
」
「
一
定
の
人
件

費
比
率
を
下
回
っ
た
ら
、
弾
力
運
用
を
停
止
す
べ
き
だ
」
と
主
張
す

る
ほ
ど
の
状
況
だ
。

委
託
費
の
弾
力
運
用
は
、
確
か
に
「
保
育
へ
の
再
投
資
」
を
実
現

し
て
、
保
育
の
受
け
皿
を
増
や
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
低

賃
金
で
保
育
士
が
疲
弊
し
、
運
営
基
準
を
守
る
こ
と
の
で
き
な
い
保

育
所
が
現
れ
て
き
た
の
も
事
実
だ
。
そ
う
し
た
保
育
所
に
、
安
心
し

て
子
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

弾
力
運
用
の
積
極
的
規
制
と
人
件
費
の
情
報
開
示
を

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
を
き
っ
か
け
に
、
委
託
費
の
弾
力
運

用
の
弊
害
が
露
呈
し
た
。
何
度
も
国
が
「
委
託
費
を
通
常
ど
お
り
支

給
し
て
い
る
か
ら
、
保
育
士
を
休
業
さ
せ
て
も
人
件
費
を
通
常
ど
お

り
支
払
う
こ
と
」
と
知
ら
せ
た
が
、
賃
金
の
満
額
支
給
に
応
じ
な
い

事
業
者
が
全
国
各
地
で
散
見
さ
れ
た
。
筆
者
が
そ
の
第
一
報
を
打
つ

と
全
国
に
波
紋
を
広
げ
、
現
場
の
保
育
士
た
ち
が
声
を
あ
げ
始
め
た
。

国
会
で
も
問
題
視
さ
れ
、
六
月
一
七
日
、
内
閣
府
、
文
科
省
、
厚
労

省
が
連
名
で
、
こ
の
事
態
を
是
正
す
る
よ
う
強
い
ト
ー
ン
で
通
知
を

出
す
に
至
っ
た
。

通
知
で
は
、
「
労
働
基
準
法
に
基
づ
く
休
業
手
当
と
し
て
平
均
賃

金
の
六
割
を
支
払
う
こ
と
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
休
ま
せ
た
職

員
に
つ
い
て
も
通
常
通
り
の
賃
金
や
賞
与
な
ど
を
支
払
い
、
通
常
時

と
同
水
準
と
す
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
」
と
強
調
さ
れ
た
。

委
託
費
の
弾
力
運
用
が
大
幅
規
制
緩
和
さ
れ
て
か
ら
二
〇
年
あ
ま

り
、
人
件
費
を
他
の
費
目
に
回
す
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
き
た
な
か
で
、

人
件
費
分
を
他
に
回
さ
な
い
よ
う
踏
み
込
ん
だ
通
知
が
出
さ
れ
た
意

義
は
、
極
め
て
大
き
い
。

弾
力
運
用
の
最
大
の
問
題
は
、
人
件
費
を
ど
こ
ま
で
流
用
し
て
い

い
の
か
と
い
う
指
標
や
制
限
が
な
い
こ
と
だ
。
神
奈
川
大
学
の
幸
田

雅
治
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
委
託
費
の
弾
力
運
用
の
通
知
は
、

地
方
自
治
法
で
定
め
ら
れ
る
「
技
術
的
な
助
言
」
で
法
的
拘
束
力
は

な
い
。
東
京
都
世
田
谷
区
が
実
施
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
定
の
条
件

の
も
と
で
人
件
費
比
率
が
五
〇
％
以
下
の
保
育
所
に
独
自
補
助
し
な

ー
　
∴
∴
÷
：
∴
∵
二
。
i
、
主
－
、
．
。
、
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●

謳

妥
密
i
　
洋
馬
車
買
軽
蹄
離

い
こ
と
で
ハ
ー
ド
ル
を
設
け
る
な
ど
の
施
策
は
い
く
ら
で
も
可
能
な

のだ。た
と
え
ば
、
人
件
費
比
率
が
五
〇
％
を
下
回
る
、
経
験
年
数
別
・

地
域
別
の
平
均
賃
金
を
大
幅
に
下
回
る
な
ど
の
場
合
、
個
別
事
情
を

勘
案
し
た
う
え
で
、
委
託
費
の
弾
力
運
用
を
停
止
す
る
、
あ
る
い
は

処
遇
改
善
加
算
を
停
止
す
る
と
い
っ
た
対
応
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
に
異
論
を
持
つ
経
営
者
は
い
る
だ
ろ
う
が
、
「
適
正

な
給
与
」
が
払
わ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
ハ
ー
ド
ル
に

異
議
が
あ
っ
て
は
筋
が
通
ら
な
い
。

も
う
一
点
、
保
育
士
の
処
遇
を
守
っ
て
い
く
た
め
の
前
提
と
し
て
、

国
が
よ
り
詳
し
く
保
育
士
の
年
収
を
通
知
で
示
す
必
要
が
あ
る
。

現
在
、
毎
年
度
、
保
育
士
の
全
国
平
均
の
年
収
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
あ
く
ま
で
全
国
平
均
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
公
定
価
格
は
「
積

み
上
げ
方
式
」
な
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
設
定
さ
れ
て
い
る
全

国
八
つ
の
地
域
区
分
ご
と
に
年
収
を
示
す
こ
と
は
可
能
な
は
ず
だ
。

仮
に
規
制
強
化
が
難
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
情
報
開
示
は
時
代
の
流

れ
か
ら
し
て
も
必
要
不
可
欠
で
、
東
京
都
が
取
り
組
む
「
こ
ぼ
る
」

の
よ
う
な
情
報
開
示
を
、
全
国
で
行
な
う
こ
と
も
重
要
だ
。

議
運
欒
熊
瑳
怒
涛
鶉
襲
態
驚
漣
類
義
邁
累
積
鴛
醤
態
麓
罵
蒸
器
海
運
麓
藻
蕊
蒸
鶏
糞
簿
愈
澄

保
育
所
の
原
点

そ
し
て
、
保
育
の
原
点
と
は
何
か
を
考
え
た
い
。
親
の
就
労
を
支

え
る
の
が
保
育
所
で
は
あ
る
が
、
保
育
所
が
担
う
役
割
は
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。

コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
、
保
育
園
が
休
園
に
な
っ
た
こ
と
が
直
接
影
響

し
た
か
は
今
後
の
詳
細
な
検
証
が
必
要
だ
ろ
う
が
、
乳
幼
児
な
ど
を

虐
待
す
る
な
ど
し
て
父
や
母
が
逮
捕
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
が
目
だ
っ
て

増
え
て
は
い
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
神
奈
川
県
海
老
名
市
で
は
飲
食

店
で
働
く
両
親
が
三
月
に
五
歳
の
子
を
ご
み
箱
に
入
れ
、
頭
部
を
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
で
た
た
い
て
打
撲
で
全
治
二
週
間
の
け
が
を
負
わ
せ
、

五
月
二
〇
日
に
逮
捕
さ
れ
た
。
五
月
三
〇
日
に
は
、
三
歳
の
男
児
を

ド
ラ
ム
式
洗
濯
乾
燥
機
に
約
一
時
間
半
閉
じ
込
め
た
と
し
て
、
茨
城

県
ひ
た
ち
な
か
市
の
父
親
が
逮
捕
さ
れ
た
　
－
。

保
育
所
と
は
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
福
祉
施
設

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
追
い
詰
め
ら
れ
た
親
と
子
ど
も
を
受
け
止
め

る
場
で
も
あ
る
。

保
育
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
で
も
産
業
で
も
な
い
。
子
ど
も
の
最
善
の
利

益
を
考
え
て
、
親
子
を
守
る
役
割
が
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
保

育
士
配
置
も
基
準
ギ
リ
ギ
リ
で
違
反
も
多
い
状
態
で
は
、
保
育
士
は

疲
弊
し
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
難
し
く
な
る
。

だ
か
ら
待
遇
の
改
善
が
必
要
な
の
だ
。

保
育
の
質
を
守
る
た
め
、
委
託
費
の
弾
力
運
用
に
一
定
の
制
限
を

か
け
る
。
四
半
世
紀
近
く
に
及
ん
だ
規
制
緩
和
の
問
題
に
、
決
着
を

つ
け
る
時
が
来
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
終
）


